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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月10日(2015.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　爪の真菌感染治療用の薬学的組成物であってこの組成物は、５％を超える量で存在する
抗真菌アリルアミン化合物と、有機酸またはそのエステルと、ジオールとおよび捕捉剤と
から構成され、前記捕捉剤はアミノ酢酸であり、且つ本質的に水を含有しないことを特徴
とする薬学的組成物。
【請求項２】
　前記抗真菌アリルアミン化合物は、前記組成物に溶解している、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　前記有機酸は、乳酸である、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記有機酸またはそのエステルは、５％～２５％の量で存在する、請求項１から３のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記ジオールは、プロパンジオール、ブタンジオール、ペンタンジオール、およびヘキ
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サンジオールからなる群より選択される、請求項１から４のいずれか１項に記載の組成物
。
【請求項６】
　前記ジオールは、５０％を超える量で存在する、請求項１から５のいずれか１項に記載
の組成物。
【請求項７】
　前記アリルアミン抗真菌化合物は、テルビナフィンである、請求項１から６のいずれか
１項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記アリルアミン抗真菌化合物は、５％～１２％の量で存在する、請求項１から７のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記アリルアミン抗真菌化合物は、８％～１１．５％の量で存在する、請求項８に記載
の組成物。
【請求項１０】
　前記アミノ酢酸は、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）である、請求項１から９のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　５％～２５％の乳酸；プロパンジオール、ブタンジオール、ペンタンジオール、および
ヘキサンジオールからなる群より選択される、５０％を超えるジオール；５％～１２％の
テルビナフィン；ならびに０．０３％～１％のＥＤＴＡを含有する、請求項１または２に
記載の組成物。
【請求項１２】
　約６７．５％～約８４％のプロパンジオール、８％～２０％の乳酸、０．０３％～０．
１％のＥＤＴＡ、および８％～１２％のテルビナフィンを含有する、請求項１または２に
記載の組成物。
【請求項１３】
　前記爪の真菌感染症治療の方法で使用するための請求項１から１２のいずれか１項に記
載の薬学的組成物。
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